
〈2018/H30 法令試験問題 解答と解説〉 

 

【共通問題】 問 1～12 

 

問１ 鉱山保安法の目的等に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っているもの

を(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

(1) 鉱山保安法は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資

源の合理的開発を図ることを目的とする。 

(2) 鉱山保安法において「保安」とは、鉱業に関する①鉱山における人に対する危害の

防止、②鉱物資源の保護、③鉱山の施設の保全、④鉱害の防止の４つをいう。 

(3) 鉱山保安法において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。 

(4) 鉱山保安法において、「鉱業権者」とは、租鉱権を除く鉱業権を有する者をいう。 

 

 

問２ 鉱業権者又は鉱山労働者の義務に関する次の①～④の記述について、   に当

てはまる鉱山保安法令上定められている言葉を、(1)～(4)の組合せの中から 1 つ選び

なさい。 

 

① 鉱業権者は、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び

坑内火災から (Ａ) を保護するため必要な措置を講じなければならない。 

② 鉱業権者は、ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理、並びに (Ｂ)    

について、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 

③ 鉱山労働者は、鉱山においては、鉱業権者が講ずべき措置に関し、 (Ｃ) が定めた

方法又は手順を遵守しなければならない。 

④ 鉱業権者は、衛生に関する通気の確保及び災害時における (Ｄ) のため必要な措置

を講じなければならない。 

 

     (Ａ)     (Ｂ)      (Ｃ)     (Ｄ) 

(1)  坑内施設  土地の掘削  保安統括者   救護 

(2)  坑内施設  発破の騒音  鉱業権者    報告 

(3)  鉱物資源  土地の掘削  鉱業権者    救護 

(4)  鉱物資源  発破の騒音  保安統括者   報告 

 

 

 



問３ 保安教育に関する次の①～③の記述の正誤について、鉱山保安法令上、正しいもの

を(1)～(4)の中から 1 つ選びなさい。 

 

 ①鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなけれ

ばならない。 

 ②石油鉱山における火薬類を使用する作業及び鉱山における発破に関する作業の保安

教育における教育事項は、火薬類の知識に関すること、火薬類の取扱方法に関するこ

との２つである。 

 ③鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要

な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。 

 

(1)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述はない。 

(2)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が１つある。 

(3)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が２つある。 

(4)  ①～③の記述全てが、鉱山保安法に規定された内容として正しい。 

 

 

問４ 鉱業権者による鉱山の現況調査等に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っ

ているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

  (1) 鉱業権者は、鉱山における保安について、次の①及び②の報告を産業保安監督部長

にしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査

し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 

 ① 死者又は４週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害 

 ② ３日以上の休業見込みの負傷者が同時に５人以上生じた災害 

(2) 経済産業大臣は、鉱山における保安のため必要があると認める場合には、鉱業権者

に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果

を記録し、これを保存することを命ずることができる。 

(3) 鉱業権者は、次の①～⑤のいずれかに該当するときは、鉱山の現況について、経済

産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記

録し、これを保存しなければならない。 

 ① 鉱業を開始したとき 

 ② 事業を休止したとき 

 ③ 休止した事業を再開したとき 

 ④ 施業案を変更したとき 

 ⑤ 鉱業権を放棄したとき 



(4) 義務付けられた現況調査等のほか、鉱業権者は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、

鉱山における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。 

 

 

問５ 鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であって保安の確保上重要なものと

して経済産業省令で定めるもの（以下この問題において「特定施設」という。）に関

する次の①～③の記述の正誤について、鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)の中

から１つ選びなさい。 

 

① 鉱業権者は、特定施設の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをし

ようとするときは、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。

また、その届出をした者は、その届出が受理された日から３０日を経過した後でなけ

れば、その届出に係る工事を開始してはならない。 

② 鉱業権者は、特定施設の使用前検査において、その工事が届出をした工事の計画（経

済産業省令に定める軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであるこ

とを確認しなければならない。また、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省

令で定める基準に適合するものであることを確認しなければならない。 

③ 鉱業権者は、特定施設の使用を開始したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めると

ころにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。また、特定施設

を廃止したときも同様に届け出なければならない。 

 

(1)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述はない。 

(2)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が１つある。 

(3)  ①～③の記述のうち、鉱山保安法に規定された内容として正しい記述が２つある。 

(4)  ①～③の記述全てが、鉱山保安法に規定された内容として正しい。 

 

 

問６ 保安管理体制に関する次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～

(4)の中から１つ選びなさい。 

 

(1) 保安統括者を補佐する保安管理者を選任するため、選任する日より前に経済産業省

令の定めるところにより、これを産業保安監督部長へ届け出た。 

(2) 保安統括者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合

にその職務を行わせるため、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長へ

届け出た。 

(3) 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破（石油鉱山（石油坑によるものを除く。）にお



いては、火薬類の使用）に関する作業を行わせるため、火薬類の存置、受渡し、運搬

及び発破に関する作業の作業監督者を選任し、これを産業保安監督部長へ届け出た。 

(4) 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業を行わせるため、粉じん発生施設の鉱害防

止に関する作業の作業監督者を選任し、これを産業保安監督部長へ届け出た。 

 

 

問７ 機械、器具及び工作物の使用に関する次の記述について、   に当てはまる鉱

山保安法令上定められている言葉を、(1)～(4)の組合せの中から 1つ選びなさい。 

 

鉱山における坑内及び坑外の事業上の区分に応じ、鉱業上使用する機械、器具及び工

作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の (Ａ) な使用

方法又は作業方法若しくは (Ｂ) を定め、これを (Ｃ) に周知することとする。 

 

     (Ａ)          (Ｂ)        (Ｃ)  

(1) 安全かつ適正     作業手順      鉱山労働者 

(2) 効率的かつ効果的   作業手順      請負労働者 

(3) 安全かつ適正     作業日報の様式   鉱山労働者 

(4) 効率的かつ効果的   作業日報の様式   請負労働者 

 

 

問８ 鉱害の防止のため鉱業権者が講ずべき措置及び鉱害の防止のための施設に関する

次の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさ

い。 

 

(1) 坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発

生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したときは、応急の措置を講じ、

かつ、速やかにその事故を復旧すること。 

(2) 粉じん発生施設は、水質汚濁防止法の基準に適合していること。 

(3) 集積場は、崩壊又は地滑り等が発生しない安定度を有していること。 

 

(4) 坑外に設置される石灰（焼成ドロマイトを含む。）の機械消化施設には、集じん機が

設置されていること。 

 

 

問９ 鉱山における人に対する危害の防止のために鉱業権者が講ずべき措置に関する次

の記述のうち、鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさ



い。 

 

(1) 坑内以外の作業場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者にガス中

毒その他の危険があるときは、ガス検知器を携行させるとともに、あらかじめ有毒ガ

スに関する教育措置を講ずること。 

(2) 粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設に

おいては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式削岩

機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。 

(3) 毒物及び劇物を取り扱うときは、保護手袋又は保護衣の着用その他の鉱山労働者の

危害を防止するための措置を講ずること。 

(4) 坑外において火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火

災による被害を防止するための措置を講ずること。 

 

 

問１０ 危害回避のため鉱業権者等が講じた措置に関する次の記述のうち、鉱山保安法

令上、誤っているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

(1) 落盤若しくは崩壊の兆候を認めたため、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊

による被害を防止するための措置を講じた。 

(2) 発破作業を行うため、暴発、紛失及び盗難を防止するとともに異常爆発の防止並び

に発破作業者及び周辺への危害を防止するための措置を講じた。 

(3) 集積箇所において、崩壊若しくは地滑りの兆候を認めたため、応急措置の実施、鉱

山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じた。 

(4) 鉱山労働者は、鉱山保安法若しくは鉱山保安法に基づく経済産業省令に違反する事

実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料したため、鉱山労働者代表に対し必要な措

置をとるべき旨を申し出た。 

 

 

問１１ 鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、

鉱山保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

(1) 鉱業廃棄物を運搬及び処分するときは、当該鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しない

ように行うこと。 

(2) 廃酸及び廃アルカリは、坑内へ埋立処分を行うこと。 

(3) 廃油（タールピッチ類及び廃ポリ塩化ビフェニル等（廃ポリ塩化ビフェニル及びポ

リ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。）を除く。）を埋立処分するときは、あらかじめ



焼却設備を用いて焼却すること。 

(4) ばいじんを埋立処分するときは、こん包の実施その他のあらかじめ大気中に飛散し

ないための措置を講ずること。 

 

 

問１２ 鉱業権者から産業保安監督部長に対する災害等の報告に関する次の記述のうち、

鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)の中から１つ選びなさい。 

 

(1) ３日以上の休業見込みの負傷者が生じる災害（経済産業省令で定める重大な災害を

除く。）が発生した場合、速やかに災害の状況を報告するとともに、災害が発生した

月の月末までに定められた様式に従い報告しなければならない。 

(2) 死者又は４週間以上の休業見込みの負傷者が生じる災害が発生した場合、直ちに災

害の状況を報告するとともに、災害の発生した日から３０日以内に定められた様式に

従い報告しなければならない。 

(3) 粉じんによる鉱害が発生した場合、速やかに鉱害の状況を報告するとともに、鉱務

監督官が立入検査を行った日から３０日以内に鉱害の状況及び講じた措置の詳細に

ついて報告しなければならない。 

(4) 発破により鉱山敷地外への飛石が発生したが、負傷者及び物的被害が生じなかった

場合には、産業保安監督部長への報告を省略することができる。 

 

 

【選択問題（鉱場技術保安管理士試験）】 問 13～14 

 

問１３ 石油鉱山における高圧ガス製造施設の技術基準に関する次の記述のうち、鉱山

保安法令上、誤っているものを(1)～(4)の中から 1 つ選びなさい。 

 

(1) コンプレッサーと高圧ガスを容器に充てん又は収納する箇所との間には、適切な強

度及び高さを有する障壁が設けられていること。この「高圧ガスを容器に充てん又は

収納する箇所」とは、高圧ガスボンベ等の貯蔵用充てん容器に充てんする箇所及び収

納室をいう。 

(2) 高圧ガス設備は、最高使用圧力に対して安全なものであること。この「最高使用圧

力に対して安全なものである」とは、水等の安全な液体を使用する最高使用圧力と同

じ試験圧力（その構造により水を使用することが適当でない場合は、空気、窒素等の

気体を使用する最高使用圧力と同じ試験圧力）で行う耐圧試験に合格することをいう。 

(3) 高圧ガス設備には、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場

合に、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置が設けられていること。この



「直ちに許容圧力以下に戻すことできる安全装置が設けられている」とは、高圧ガス

設備のうち最高使用圧力を相当程度異にする場合は、安全弁が設けられていることを

いう。 

(4) 高圧ガス設備に設けた安全装置のうち、安全弁又は破裂板には、放出管が設けられ

ていること。この「放出管が設けられている」とは、安全弁から吹き出されるガスが

引火しない場所及び人畜に対して被害を及ぼさない場所に導かれる構造のものが設

けられていることをいう。 

 

 

問１４ 石油鉱山における高圧ガス処理プラントの技術基準に関する次の記述のうち、

鉱山保安法令上、正しいものを(1)～(4)の中から 1 つ選びなさい。 

 

(1) 高圧ガスの製造施設には、適切なガス漏れ警報器又は緊急遮断装置のいずれか１つ

が設けられていること。 

(2) 高圧ガスの製造施設には、その運転状況を把握するために湿度計が設けられている

こと。 

(3) 保安上重要な設備は、停電等により当該設備の機能が失われることがないように保

安電力の確保等の適切な措置が講じられていること。この「適切な措置が講じられて

いる」とは、原則として接地棒又は接地極地板及び接地用導体（ボンディング用電線、

銅板等の金属板、ステンレスボルト等を含む。）が設置されていることをいう。 

(4) 高圧ガス処理プラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に

対して、鉱業権者が実施した現況調査の結果に基づき定める距離を有していること。 

 

 


